安平町ぬくもりセンター管理業務委託
プロポーザル仕様書

令和８年１月
安平町 住民サービス課　住民サービスグループ
１．業務名

安平町ぬくもりセンター管理業務委託

２．業務の目的
町民の健康の増進と保健福祉の向上を図ることを目的として設置され、役場庁舎機能を有する「ぬくもりセンター」の施設管理業務の実施において、効率的かつ安定した管理運営を行うことができる人的及び物的能力を有する民間事業者のノウハウを生かし、良質な施設管理の確保と、ぬくもりの湯の利用促進を図るため、安平町ぬくもりセンター条例及び安平町ぬくもりセンター管理規則、安平町庁舎管理規則等関係法令を遵守し、最も優れた管理運営能力と信頼性等を持つ民間事業者を公募型プロポーザル方式により選定するもの。

３．管理委託施設名

　　委託業務に係る管理区域は次のとおりとする。

	施設名
	所在地

	安平町ぬくもりセンター
（安平町役場　総合支所）
	安平町追分中央１番地４０


　（１）管理区分（別添の概要図参照）
①安平町役場　総合支所部分
　　役場事務室、印刷室、会議室１、会議室２、相談室１、相談室２、相談室３、
相談室４、栄養指導室前トイレ、物品庫、書庫、サーバー室、庁舎側玄関（表側・裏側）及びホール、庁舎玄関下足室

②ぬくもりセンター部分
1 以外の全ての部分

４．業務委託期間
　　　令和８年４月１日　から　令和11年３月３１日　まで（３年間）
５．委託業務の基本方針

安平町ぬくもりセンターを管理するにあたっては、次の基本方針に沿って行うこと。

（１）安平町の公の施設であることを念頭におき、町民の健康の増進と保健福祉の向上を図るため、効率的かつ安定した管理を行うこと。

（２）常にサービスの向上に努めるとともに、施設の利用促進に向けた対策を講ずること。

（３）最少の経費で最大の効果を挙げるよう、管理経費の縮減に努めるとともに、利用客数の増に向けた取り組みを常時行なうこと。

（４）利用者の声を常に把握し、担当課と協議の上施設管理に反映させること。

（５）管理業務において取り扱う個人情報の保護を徹底すること。

６．委託業務の内容
業務の内容は別紙「安平町ぬくもりセンター管理業務処理要領」のとおりとする。

(１) 清掃・管理業務
　　 ①通常清掃・管理業務
②定期清掃業務
③ぬくもりの湯集客業務
④定期清掃及び集客にかかる報告業務

（２）各種設備・機器点検と設備清掃業務
　　 ①施設及び設備の維持管理業務
　　 ②受水槽、貯湯槽保守点検業務

③冷暖房及び空調機器日常点検業務
④地下設備（ピット内及び排水ポンプ等）保守点検業務

⑤濾過設備日常点検業務
⑥燃料の残量確認及び補充業務
⑦庁舎側温風暖房機及び灯油タンクの点検整備業務
⑧自動ドア保守点検業務
⑨その他設備に関する保守点検及び報告業務

　（３）測定及び検査点検業務

　　　　①煤煙測定
　　　　②水質検査
　　　　③消防設備点検
　　　　④電気設備点検

　　　　⑤その他、施設設備に関し必要な検査業務
（４）支払い業務
　　　　①報償費（入浴券取扱い手数料等）支払い業務
　　　　②消耗品費支払い業務

　　　　③燃料費（Ａ重油・灯油・軽油）支払い業務
　　　　④印刷製本費（入浴券）支払い業務
　　　　⑤電気料支払い業務
　　　　⑥水道料支払い業務
　　　　⑦通信運搬費（電話及び非常警報装置通信料）支払い業務

⑧セキュリティシステム委託料支払い業務
⑨電気設備保守点検業務委託料支払い業務
⑩地下タンク検査委託料支払い業務
⑪下水道使用料支払い業務
⑫テレビ受信料支払い業務

　　　　⑬例月支払い状況報告業務
　　　　

７．委託料の支払いについて
業務委託料は、別紙支払内訳書により毎月末までの支払い実績による請求に基づき翌月支払うものとする。

　　ただし、燃料費、光熱水費（電気料、水道料）、通信運搬費、下水道使用料の年間支払額が基準額と差額が生じた場合、実費分を年度末に精算するものとする。
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